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は
じ
め
に

　
五
代
綱
吉
、
六
代
家
宣
、
八
代
吉
宗
は
、
将
軍
就
任
に
際
し
て
多
く
の
家
臣
を
幕
臣
に
編
入
し
た
。

幕
臣
の
数
は
増
加
し
た
も
の
の
、
幕
府
の
役
職
の
定
員
に
は
限
り
が
あ
り
、
無
役
の
幕
臣
が
増
加
し

た
。
彼
ら
は
寄
合
や
小
普
請
に
編
入
さ
れ
、
定
員
の
明
き
を
待
つ
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
役
職
に

就
く
際
に
は
家
格
に
応
じ
た
役
職
に
就
く
た
め
、
定
員
の
限
界
だ
け
で
は
な
く
、
家
格
に
よ
る
制
限

も
存
在
し
た
。
江
戸
時
代
中
後
期
以
降
、
幕
府
財
政
の
再
建
が
課
題
と
な
る
中
、
人
事
政
策
、
人
材

登
用
も
ま
た
大
き
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
。
享
保
期
に
は
、
人
材
登
用
策
と
し
て
足
高
の
制
、
無
役

幕
臣
の
対
策
と
し
て
小
普
請
組
支
配
の
設
置
、
禄
高
基
準
に
よ
る
寄
合
と
小
普
請
の
再
編
成
等
が
行

わ
れ
た
（
1
）。

ま
た
寛
政
期
に
は
、
人
材
発
掘
と
無
役
幕
臣
へ
の
対
策
と
し
て
、
芸
術
見
分
、
学
問
吟
味
、

小
普
請
組
の
改
革
、
家
格
令
の
発
令
等
が
な
さ
れ
て
い
る
（
2
）。

享
保
期
、
寛
政
期
の
人
事
政
策
の
方
向

性
と
し
て
共
通
し
て
い
る
の
は
、
財
政
支
出
の
抑
制
と
人
材
登
用
の
両
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
享
保
期
と
寛
政
期
の
間
に
位
置
す
る
田
沼
時
代
は
ど
の
よ
う
な
人
事
政
策
が
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
田
沼
時
代
の
勘
定
所
の
実
力
主
義
と
そ
の
弊
害
に
関
し
て
は
藤
田
覚
や

山
本
英
貴
の
指
摘
が
あ
る
も
の
の
（
3
）、
無
役
の
幕
臣
対
策
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本

稿
で
は
、
目
付
支
配
無
役
の
分
析
を
通
し
て
、
田
沼
時
代
に
お
け
る
下
級
幕
臣
に
対
す
る
人
事
政
策

を
検
討
す
る
。
特
に
、
財
政
問
題
に
規
定
さ
れ
た
人
事
政
策
が
、
結
果
と
し
て
下
級
幕
臣
の
再
編
成

を
繋
が
っ
た
こ
と
を
示
し
た
い
。

一
、
目
付
支
配
無
役
の
設
置
―
五
役
と
の
関
係
か
ら
―

　
こ
こ
で
は
、
目
付
支
配
無
役
の
設
置
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
五
役
と
の
関
係
の
再
検
討
を

試
み
る
。
旗
本
や
譜
代
・
準
譜
代
の
御
家
人
（
4
）は

、
無
役
と
な
っ
た
際
、
家
格
と
石
高
に
応
じ
て
、
寄

合
、
小
普
請
、
目
付
支
配
無
役
の
い
ず
れ
か
に
編
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
目
付
支
配
無
役
は
、
目
付

の
支
配
下
に
あ
り
、
五
役
（
中
間
、
小
人
、
黒
鍬
之
者
、
掃
除
之
者
、
駕
籠
之
者
）
や
準
譜
代
の
御

家
人
が
無
役
と
な
っ
た
際
に
編
入
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
研
究
史
上
、
目
付
支
配
無
役
に
つ

田
沼
時
代
に
お
け
る
下
級
幕
臣
の
再
編
成

―
目
付
支
配
無
役
に
注
目
し
て
―

髙＊
　
橋
　
喜
　
子

い
て
初
め
て
言
及
し
た
の
は
松
平
太
郎
で
あ
り
、
五
役
が
病
気
等
を
理
由
に
勤
務
で
き
な
い
際
、
当

初
は
小
普
請
に
編
入
さ
れ
た
が
、
の
ち
目
付
支
配
無
役
と
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
5
）。

石
井
良
助
は
、

譜
代
は
無
職
の
時
に
小
普
請
組
に
編
入
さ
れ
、
二
半
場
（
準
譜
代
）
は
無
職
に
な
れ
ば
目
付
支
配
無

役
と
な
っ
た
と
記
し
、
中
間
（
こ
こ
で
は
五
役
を
指
す
）
の
身
分
は
、
譜
代
と
雖
も
退
役
後
に
は
目

付
支
配
無
役
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
6
）。

そ
の
後
、
深
井
雅
海
、
田
原
昇
、
山
本
英
貴
ら
の
指
摘
が

存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も
松
平
、
石
井
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
（
7
）。

し
か
し
、
五
役
が
目
付
支
配
無

役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
史
料
の
存
在
は
定
か
で
は
な
く
、
設
置
時
期
や
そ
の
背
景
も
不
明
で

あ
る
。
目
付
支
配
無
役
の
対
象
者
は
五
役
な
の
か
、
改
め
て
検
討
を
行
い
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
、
五
役
と
い
う
役
職
に
つ
い
て
、
松
平
、
田
原
ら
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
て
簡
単
に

述
べ
て
お
く
（
8
）。

五
役
と
は
、
中
間
、
小
人
、
黒
鍬
之
者
、
掃
除
之
者
、
駕
籠
之
者
の
五
つ
の
役
職
を

指
し
、
御
目
見
以
下
の
譜
代
の
御
家
人
が
就
任
す
る
（
9
）。

な
お
、
五
役
の
う
ち
駕
籠
之
者
を
除
い
た
四

つ
の
役
職
を
総
称
し
て
四
役
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
差
別
が
生
じ
た
理
由
は
、
田
原
に
よ
れ
ば
、

駕
籠
之
者
は
職
務
遂
行
上
、
身
長
の
高
さ
が
重
要
で
あ
っ
た
た
め
、
家
督
相
続
の
際
に
も
身
長
規
制

が
あ
り
、
子
が
必
ず
し
も
親
の
跡
を
継
げ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
五
役
の
職

務
は
主
に
番
衛
、
御
使
、
土
木
、
運
搬
、
清
掃
な
ど
、
力
仕
事
を
中
心
と
し
た
江
戸
城
内
の
雑
務
で

あ
っ
た
。
田
原
は
、
こ
の
江
戸
城
内
の
下
働
き
に
従
事
す
る
と
い
う
側
面
か
ら
、
五
役
は
幕
臣
の
中

で
も
最
下
層
に
位
置
し
て
い
た
が
、
職
務
上
、
城
内
の
随
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
様
子

を
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
譜
代
」
と
し
て
五
役
の
家
筋
を
身
分
的
に
保
護
・
拘
束

し
た
と
述
べ
て
い
る
。
五
役
は
そ
れ
ぞ
れ
中
間
頭
、
小
人
頭
、
黒
鍬
之
者
頭
、
掃
除
之
者
頭
、
駕
籠

之
者
頭
（
五
役
の
頭
）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
。
五
役
は
い
ず
れ
も
三
組
編
成
で
、
各
組
に
組
頭
が

一
名
〜
六
名
ほ
ど
置
か
れ
、
駕
籠
の
者
は
各
組
に
組
頭
と
は
別
に
世
話
役
一
名
が
置
か
れ
た
。
五
役

の
頭
は
目
付
支
配
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
組
頭
や
世
話
役
を
通
し
て
五
役
を
統
率
し
た
。
五
役
及
び
五

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
田
沼
時
代
／
御
家
人
／
五
役
／
目
付
支
配
無
役
／
足
高

＊
平
成
二
十
七
年
度
生
　
比
較
社
会
文
化
学
専
攻
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髙
橋
喜
子
　
田
沼
時
代
に
お
け
る
下
級
幕
臣
の
再
編
成

役
の
頭
の
設
置
時
期
は
未
詳
だ
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
初
期
に
は
存
在
し
て
い
た
。
田
原
に
よ
る

と
、
旗
本
御
家
人
の
総
数
が
二
万
三
千
人
前
後
で
あ
り
、
目
付
支
配
諸
役
人
の
総
数
は
六
〜
七
千
人

で
、
目
付
支
配
諸
役
人
の
占
め
る
割
合
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
五
役
の

総
数
は
頭
も
含
め
て
約
五
千
三
百
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
五
役
は
目
付
支
配
諸
役
人
の
中
核
で
あ
っ

た
と
い
う
。『
吏
徴
』
に
よ
れ
ば
、
五
役
の
頭
は
、
人
数
各
三
人
、
御
目
見
以
下
、
焼
火
間
上
下
役
、

役
高
は
中
間
頭
八
十
俵
持
扶
持
、
小
人
頭
八
十
俵
持
扶
持
、
黒
鍬
之
者
頭
百
俵
持
扶
持
、
掃
除
之
者

頭
百
俵
持
扶
持
、
駕
籠
之
者
頭
六
十
俵
持
扶
持
で
あ
っ
た
。
五
役
の
役
高
は
、
駕
籠
之
者
二
十
俵
二

人
扶
持
、
中
間
十
五
俵
一
人
扶
持
、
小
人
十
五
俵
一
人
扶
持
、
黒
鍬
之
者
十
二
俵
一
人
扶
持
、
掃
除

之
者
十
俵
一
人
半
扶
持
で
あ
る
）
10
（

。
役
高
か
ら
み
て
も
、
五
役
は
幕
臣
の
中
で
最
下
級
に
位
置
す
る
。

　
松
平
太
郎
の
研
究
以
降
、
従
来
の
研
究
で
は
五
役
は
目
付
支
配
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
し

か
し
、
元
は
若
年
寄
支
配
で
あ
り
、
江
戸
時
代
中
期
頃
に
目
付
支
配
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
御
触
書
集
成
』
に
掲
載
さ
れ
た
史
料
の
う
ち
、
支
配
関
係
を
記
し
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
五
役
を
管

轄
す
る
五
役
の
頭
（
中
間
頭
、
小
人
頭
、
黒
鍬
之
者
頭
、
掃
除
之
者
頭
、
駕
籠
之
者
頭
）
は
、
寛
文

二
年
（
一
六
六
二
）
二
月
に
は
「
久
世
大
和
守
、
土
屋
但
馬
守
支
配
」（
＝
若
年
寄
支
配
）
と
あ
る
が
、

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
六
月
に
は
「
御
目
付
預
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）

三
月
に
は
「
御
目
付
預
り
支
配
」
と
あ
る
）
12
（

。
ま
た
、「
教
令
類
纂
」
に
も
同
様
に
支
配
関
係
に
関
す

る
史
料
が
あ
り
、
五
役
の
頭
は
、
延
享
元
年
六
月
に
は
「
若
年
寄
支
配
」、
宝
暦
十
年
三
月
に
は
「
御

目
付
預
り
支
配
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
13
（

。
こ
の
事
実
か
ら
、
寛
文
年
間
以
降
、
江
戸
中
期
頃
ま
で
に
五

役
の
支
配
関
係
が
若
年
寄
か
ら
目
付
へ
変
更
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
小
普
請
は
元
は
留
守

居
の
管
轄
で
あ
っ
た
が
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
老
中
管
轄
の
小
普
請
組
支
配
が
設
置
さ
れ
、

家
禄
二
百
石
以
上
三
千
石
以
下
は
小
普
請
組
支
配
の
配
下
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
二
百
石
未
満
は
留

守
居
支
配
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
留
守
居
支
配
が
全
廃
さ
れ
、
二
百
石

未
満
も
小
普
請
組
支
配
の
も
と
に
統
括
さ
れ
る
。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
小
普
請
金
の
金
納
が

規
定
さ
れ
、
翌
三
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
が
、
禄
高
二
十
俵
以
下
は
免
除
で
あ
っ
た
）
14
（

。
た
だ
し
、
一
人

扶
持
は
五
俵
と
し
て
換
算
し
、
切
米
と
扶
持
米
の
合
計
が
二
十
俵
以
上
で
あ
れ
ば
小
普
請
金
を
負
担

し
た
。
な
お
、
目
付
支
配
無
役
に
は
、
管
見
の
限
り
小
普
請
金
の
よ
う
な
制
度
は
存
在
し
な
い
。
し

か
し
、
切
米
と
扶
持
米
の
合
計
が
二
十
俵
以
上
の
者
は
小
普
請
金
の
規
定
に
準
じ
て
い
た
可
能
性
は

あ
る
。

　
さ
て
、
目
付
支
配
無
役
の
検
討
に
移
る
。
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
三
月
、
目
付
支
配
無
役
の
対

象
者
に
関
す
る
通
達
と
四
役
の
人
員
補
充
を
命
じ
る
通
達
が
目
付
宛
に
発
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
目
付
支
配
無
役
と
五
役
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、『
御
触

書
天
明
集
成
』
に
記
載
さ
れ
た
目
付
支
配
無
役
の
対
象
者
に
関
す
る
通
達
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
宝
暦
十
辰
年
三
月

　
　
　
　
　
　
御
目
付
え

黒
鍬
之
者
、
御
掃
除
之
者
、
御
中
間
、
御
小
人
、
御
譜
代
之
も
の
ハ
、
病
気
等
ニ
て
難
相
勤

節
并
家
督
被
下
、
幼
年
ニ
候
得
は
小
普
請
入
申
付
候
得
共
、
向
後
は
右
場
所
々
其
家
筋
之
者

は
、
病
気
ニ
て
御
奉
公
難
相
勤
節
并
家
督
被
下
幼
年
之
も
の
は
、
御
目
付
支
配
無
役
ニ
い
た

し
置
、
御
奉
公
願
候
節
は
、
元
勤
之
向
々
え
入
候
様
可
被
致
候
、
尤
右
場
所
出
之
者
ニ
無
之

分
は
、
御
奉
公
難
相
勤
候
か
、
又
は
家
督
被
下
、
幼
年
ニ
て
御
譜
代
之
者
ニ
候
ハ
ヽ
、
只
今

迄
之
通
小
普
請
入
可
申
付
候
、

　
　
右
之
通
、
可
被
得
其
意
候
、

　
　
　
　
　
三
月
）
15
（

　
こ
れ
ま
で
は
、
四
役
（
黒
鍬
之
者
、
掃
除
之
者
、
中
間
、
小
人
）
の
う
ち
譜
代
の
者
は
、
病
気
に

よ
り
勤
務
で
き
な
い
場
合
、
な
ら
び
に
家
督
を
相
続
し
た
も
の
の
幼
年
で
あ
れ
ば
、
小
普
請
入
を
命

じ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
、
四
役
の
家
筋
の
者
は
、
病
気
な
ら
び
に
幼
年
の
場
合
、
小
普
請
で
は

な
く
、
目
付
支
配
無
役
と
な
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
右
場
所
出
之
者
（
四
役
の
出
之
者
）

で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
通
り
小
普
請
入
を
命
じ
る
と
い
う
。「
右
場
所
出
之
者
」
と
は
、
四
役

の
家
筋
の
者
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
宝
暦
十
年
時
に
お
い
て
、
目
付
支
配
無
役
と
な
る
も
の
は
、
四

役
で
あ
り
、
駕
籠
の
者
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
対
象
者
は
四
役
の
中
で

も
四
役
の
家
筋
の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
同
時
期
に
出
さ
れ
た
四
役
の
人
員
補
充
に
関
す
る

通
達
を
取
り
上
げ
、
先
の
通
達
と
合
わ
せ
て
検
討
を
行
い
た
い
。

　
　
　
　
　
宝
暦
十
辰
年
三
月

　
　
　
　
　
　
御
目
付
え

黒
鍬
之
者
、
御
掃
除
之
者
、
御
中
間
、
御
小
人
役
出
、
或
は
小
普
請
入
等
致
候
者
之
明
跡
、
小

普
請
よ
り
御
入
人
可
申
付
旨
、
延
享
四
卯
年
相
達
候
得
共
、
当
時
小
普
請
之
内
相
応
之
者
無
之
、

右
之
場
所
追
々
明
キ
多
、
人
数
不
足
致
候
趣
ニ
候
間
、
右
明
キ
跡
之
内
え
、
此
度
左
之
通
抱
入

可
被
致
候
、

　
　
　
　
　
黒
鍬
之
者
　
　
　
　
拾
五
人

　
　
　
　
　
御
掃
除
之
者
　
　
　
八
人

２－２



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
　
第
一
九
巻
　
二
〇
一
六
年

　
　
　
　
　
御
中
間
　
　
　
　
　
弐
拾
七
人

　
　
　
　
　
御
小
人
　
　
　
　
　
拾
弐
人

右
之
通
、
当
時
相
勤
候
忰
共
之
内
、
遂
吟
味
、
可
被
抱
入
候
、
此
以
後
も
明
キ
有
之
節
は
、
其

節
々
可
被
相
伺
候

、）
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
黒
鍬
之
者
、
掃
除
之
者
、
中
間
、
小
人
（
四
役
）
の
役
出
（
役
職
の
異
動
）、

あ
る
い
は
小
普
請
入
等
を
し
た
者
の
明
跡
へ
小
普
請
か
ら
人
員
を
補
充
す
る
よ
う
、
延
享
四
年

（
一
七
四
七
）
に
通
達
し
た
が
、
小
普
請
の
内
に
適
当
な
者
が
お
ら
ず
、
人
数
が
不
足
し
て
い
る
た

め
、
明
跡
へ
現
在
四
役
を
勤
め
て
い
る
者
の
忰
か
ら
抱
入
と
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
延
享
四
年
令

は
、
抱
入
の
者
が
立
身
や
暇
、
病
死
等
に
よ
り
明
跡
が
生
じ
た
場
合
、
小
普
請
か
ら
御
入
人
と
す
る

よ
う
指
示
し
た
触
で
あ
る
。
増
大
す
る
無
役
の
譜
代
の
御
家
人
へ
の
対
策
と
し
て
、
譜
代
の
御
家
人

の
就
職
先
を
確
保
し
、
人
件
費
を
節
約
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
）
17
（

。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
四

役
の
明
跡
へ
の
人
員
補
充
元
は
小
普
請
に
制
限
さ
れ
た
上
、
小
普
請
内
に
相
応
の
者
が
お
ら
ず
、
四

役
の
人
員
は
不
足
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
宝
暦
十
年
に
抱
入
に
よ
る
人
員
補
充
が
行

わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
目
付
支
配
無
役
と
は
、
四
役
の
補
充
人
員
を
確
保
す

る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
五
役
の
支
配

関
係
は
江
戸
時
代
中
期
頃
に
若
年
寄
か
ら
目
付
へ
と
変
更
さ
れ
て
お
り
、『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
と

「
教
令
類
纂
」
の
宝
暦
十
年
三
月
の
記
事
に
は
、
黒
鍬
者
之
頭
、
掃
除
之
者
頭
、
中
間
頭
、
小
人
頭
、

駕
籠
頭
が
「
御
目
付
預
り
支
配
」
と
記
さ
れ
る
。
五
役
の
頭
の
支
配
関
係
を
若
年
寄
か
ら
目
付
へ
変

更
し
た
と
同
時
に
目
付
支
配
無
役
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
四
役
の
在
職
者
と
四
役
の
家
筋
の
者
を
目

付
の
も
と
に
統
括
し
、
四
役
へ
の
円
滑
な
人
員
補
充
を
企
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
退
役

し
た
譜
代
の
御
家
人
は
小
普
請
に
編
入
さ
れ
て
い
た
が
、
宝
暦
年
間
に
な
っ
て
四
役
の
家
筋
の
者
に

関
し
て
は
目
付
支
配
無
役
に
編
入
と
な
り
、
譜
代
御
家
人
の
退
役
後
の
処
遇
が
家
筋
に
よ
っ
て
小
普

請
と
目
付
支
配
無
役
に
分
離
さ
れ
た
。
な
お
、
目
付
支
配
無
役
の
適
用
を
受
け
る
の
が
五
役
で
は
な

く
四
役
で
あ
り
、
駕
籠
之
者
が
除
外
さ
れ
る
の
は
、
目
付
支
配
無
役
の
設
置
目
的
が
四
役
補
充
人
員

の
確
保
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。

二
、
目
付
支
配
無
役
の
適
用
範
囲
の
拡
大

　
目
付
支
配
無
役
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
明
和

二
年
（
一
七
六
五
）
に
は
新
た
な
通
達
が
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）、
安
永

四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
目
付
支
配
無
役
に
関
す
る
伺
が
提
出
さ
れ
、
伺
の
通
り
に
裁
可
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
明
和
か
ら
安
永
に
か
け
て
出
さ
れ
た
三
つ
の
通
達
な
い
し
伺
を
取
り
上
げ
、
目
付
支

配
無
役
の
実
態
に
迫
り
た
い
。
ま
ず
、「
諸
事
留
」
に
記
載
さ
れ
た
明
和
二
年
七
月
の
通
達
を
紹
介

す
る
。「
諸
事
留
」
は
老
中
御
用
部
屋
の
記
録
と
さ
れ
て
い
る
）
18
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。
こ
の
史
料
は
、
前
半
部
に
こ
の
と

き
決
定
し
た
事
項
が
記
さ
れ
て
お
り
、
後
半
部
に
は
、
目
付
へ
の
通
達
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

決
定
事
項
と
目
付
へ
の
通
達
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
　
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
江
外
場
所
并
小
普
請
よ
り
御
入
人
筋
之
者
ニ

而
も
、
病
気
ニ
而
難
相
勤
者
ハ
、
直
ニ
御
目
付
支
配
無
役
ニ
可
申
付
候
、

一
、
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
よ
り
他
場
所
江
転
シ
候
者
も
、
其
場
所
一
役

ニ
而
病
気
ニ
而
難
相
勤
者
ハ
、
御
目
付
支
配
無
役
可
申
付
候
、

（
ａ
）右
両
様
共
ニ
病
死
又
ハ
致
隠
居
候
ハ
ヽ
忰
小
普
請
入
可
申
付
候
、
且
又
、
他
場
所
江
転

候
上
、
猶
又
転
役
致
し
候
ハ
ヽ
小
普
請
入
可
申
付
候
、

　
右
、
伺
之
上
、
極
、

　
　
　
　
　
　
酉

　
　
　
　
　
　
　
七
月

　
　
　
　
　
　
　
御
目
付
江

　
　
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
、
右
場
所
代
々
相
勤
来
候
者
、
病
気
ニ
付
難

相
勤
者
江
御
目
付
支
配
無
役
申
付
候
処
、
向
後
は
外
場
所
并
小
普
請
よ
り
御
入
人
筋
之

者
ニ
而
も
、
病
気
ニ
而
難
相
勤
者
ハ
、
御
目
付
支
配
無
役
可
申
付
候
、
且
又
、
御
中
間
・

御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
よ
り
他
場
所
江
転
候
者
も
、
其
場
所
一
役
ニ
而
病
気
ニ

而
難
相
勤
者
ハ
、
是
又
御
目
付
支
配
無
役
ニ
可
申
付
候
、

一
、
御
目
付
支
配
無
役
之
者
取
扱
之
儀
、
以
来
、
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
筋
、

其
頭
々
ニ
為
取
扱
候
様
可
被
致
候
、

　
　
　
　
　
七
月

　
右
書
付
、
七
月
五
日
、
松
平
摂
津
守
渡
之

、）
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こ
れ
ま
で
目
付
支
配
無
役
の
対
象
は
四
役
を
代
々
勤
め
て
き
た
者
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
外
場
所

（
他
の
役
職
）
や
小
普
請
か
ら
四
役
へ
異
動
な
い
し
就
職
し
た
者
も
目
付
支
配
無
役
に
命
じ
る
と
あ

り
、
目
付
支
配
無
役
の
適
用
範
囲
が
広
げ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
四
役
か
ら
別
の
役
職
へ
異
動
し
た
者

２－３



髙
橋
喜
子
　
田
沼
時
代
に
お
け
る
下
級
幕
臣
の
再
編
成

（
四
役
の
家
筋
の
者
と
考
え
ら
れ
る
）
は
、
異
動
後
の
役
職
が
一
役
限
り
で
、
そ
れ
以
上
の
異
動
や

昇
進
、
栄
転
を
伴
わ
な
い
場
合
、
目
付
支
配
無
役
を
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
傍
線

部
（
ａ
）
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
も
本
人
が
病
死
も
し
く
は
隠
居
し
た
場
合
に
は
忰
は
小
普
請

入
と
し
、
他
場
所
へ
転
じ
た
上
、
な
お
ま
た
転
役
し
た
場
合
に
も
小
普
請
入
を
命
じ
る
と
あ
る
。
こ

の
傍
線
部
（
ａ
）
は
、
目
付
へ
の
通
達
に
は
記
載
が
な
い
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
の
規
定
に
変
更
が
な

く
、
現
状
維
持
で
あ
る
た
め
、
目
付
へ
は
通
達
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宝
暦
十
年
の
達
に
お

い
て
は
、
四
役
の
家
筋
の
者
で
あ
り
、
幼
年
で
家
督
を
相
続
し
た
者
（
跡
継
ぎ
）
は
目
付
支
配
無
役

を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
明
和
二
年
の
達
に
よ
り
、
四
役
の
家
筋
で
は
な
い
者
の
忰
や

四
役
か
ら
転
役
し
た
者
の
忰
、
二
回
転
役
を
し
た
四
役
の
家
筋
の
者
は
小
普
請
入
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
四
役
の
家
筋
と
そ
う
で
な
い
者
の
区
別
、
転
役
を
行
う
よ
う
な
優
秀
な
者
や
そ
の
跡

継
ぎ
へ
の
配
慮
が
窺
え
る
。
特
に
、
本
人
（
四
役
の
家
筋
で
な
い
者
、
四
役
か
ら
転
役
し
た
者
）
が

病
死
も
し
く
は
隠
居
し
た
場
合
に
忰
は
小
普
請
入
と
い
う
規
定
は
、
後
述
す
る
明
和
九
年
、
安
永
四

年
の
史
料
の
際
に
も
記
載
は
な
く
、
明
和
二
年
の
規
定
が
以
後
も
維
持
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
跡
継

ぎ
の
扱
い
は
、
家
督
相
続
の
問
題
と
関
係
し
て
お
り
、
四
役
の
家
筋
の
者
と
そ
う
で
な
い
者
、
四
役

と
そ
の
他
の
役
職
と
い
う
家
筋
と
役
職
の
両
者
の
面
で
相
続
の
規
定
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
看
取

さ
れ
る
。
ま
た
、
目
付
支
配
無
役
の
取
り
扱
い
は
、
以
降
、
中
間
、
小
人
、
黒
鍬
、
掃
除
、
そ
れ
ぞ

れ
出
身
の
役
職
の
頭
の
管
轄
と
す
る
と
記
さ
れ
る
。
目
付
支
配
無
役
の
管
轄
を
目
付
か
ら
四
役
の
頭

へ
委
譲
す
る
こ
と
で
、
四
役
へ
の
人
員
補
充
を
よ
り
円
滑
か
つ
迅
速
に
行
え
る
よ
う
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

次
に
、「
諸
事
留
」
に
記
載
さ
れ
た
、
明
和
九
年
及
び
安
永
四
年
の
伺
を
紹
介
す
る
。
こ
の
史
料

は
安
永
四
年
の
伺
の
記
事
で
あ
り
、
伺
の
記
事
の
後
に
明
和
二
年
の
通
達
の
内
容
、
明
和
九
年
の
伺

が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　
安
永
四
未
年

　
　
　
伺

御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
、
病
気
ニ
而
難
相
勤
候
節
取
扱
之
儀
、
別
紙
書
抜
之

通
、
先
達
而
伺
相
済
申
候
、
然
処
、
先
祖
四
役
之
外
小
普
請
入
可
相
成
場
所
江
召
抱
候
者
共
、

代
々
之
内
右
四
役
之
内
江
一
旦
御
入
人
に
相
成
候
者
共
、
四
役
出
之
者
と
ハ
違
候
ニ
付
、
小
普

請
入
申
付
候
方
ニ
可
有
御
座
候
得
共
、
右
四
役
之
内
江
御
入
人
ニ
相
成
候
程
之
も
の
ハ
何
も
高

低
之
者
ニ
而
、
別
紙
書
抜
之
通
、
小
普
請
江
入
置
候
而
ハ
何
れ
之
場
所
江
御
入
人
ニ
相
成
候
節

も
御
足
高
入
候
間
、（
ｂ
）
先
祖
は
何
出
之
者
ニ
而
も
一
旦
四
役
之
内
を
相
勤
、
夫
よ
り
当
時

何
れ
之
場
所
ニ
而
も
小
普
請
ニ
相
成
候
場
所
相
勤
罷
在
候
而
も
、
病
気
ニ
而
相
勤
か
た
き
節
小

普
請
入
相
願
候
は
御
目
付
支
配
無
役
ニ
申
付
、
且
又
、（
ｃ
）
先
祖
小
普
請
入
難
相
成
場
所
江

被
召
抱
候
者
共
も
、
代
々
之
内
ニ
四
役
江
一
旦
御
入
人
ニ
相
成
後
、
小
普
請
入
不
相
成
場
所
江

転
役
致
し
候
者
も
是
又
御
目
付
支
配
無
役
可
申
渡
哉
、（
ｄ
）
尤
、
高
低
与
申
者
、
拾
五
俵
迄

与
相
心
得
罷
在
候
、
拾
五
俵
余
之
者
ハ
小
普
請
江
入
置
候
而
も
他
場
所
江
御
入
人
ニ
も
相
成
候

者
ニ
付
、
縦
一
旦
四
役
之
内
相
勤
候
者
ニ
而
も
、
四
役
出
之
者
ニ
無
之
候
は
小
普
請
入
申
付
候

様
可
仕
候
、（
ｅ
）
但
、
右
四
役
出
之
者
、
二
段
転
候
而
も
御
目
付
支
配
無
役
可
申
付
候
、
先

達
而
伺
相
済
候
処
、
何
段
転
候
共
小
普
請
入
、
夫
よ
り
何
れ
之
向
江
書
出
候
而
も
、
高
低
ニ
而

御
足
高
入
候
処
は
同
様
ニ
候
間
、（
ｆ
）
幾
場
所
転
候
共
上
下
役
以
下
之
者
は
御
目
付
支
配
無

役
申
付
候
様
可
仕
候
、

　
　  

　
書
抜

　  

　
明
和
二
酉
年

　
　
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
江
外
場
所
并
小
普
請
よ
り
御
入
人
筋
之
者
ニ

而
も
病
気
ニ
而
難
相
勤
者
は
、
直
ニ
御
目
付
支
配
無
役
可
申
付
候
、

一
、
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
・
御
掃
除
之
者
よ
り
他
場
所
転
候
者
、
其
場
所
一
役
ニ
而
病

気
ニ
而
難
相
勤
者
ハ
御
目
付
支
配
無
役
可
申
付
候
、

　
　
右
両
様
共
ニ
病
死
又
ハ
致
隠
居
候
ハ
ヽ
忰
小
普
請
入
可
申
付
候
、
且
又
、
他
場
所
江
転

候
上
、
猶
又
転
役
致
し
候
ハ
ヽ
小
普
請
入
可
申
付
候
、

　
　
明
和
九
辰
年

　
　
　
　
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
小
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
鍬
之
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
掃
除
之
者

右
四
役
之
者
、
病
気
ニ
而
難
相
勤
節
は
御
目
付
支
配
無
役
ニ
申
付
、
他
場
所
江
転
、
尚
又
転

役
致
し
候
者
ハ
小
普
請
入
可
申
付
旨
、
先
達
而
伺
相
済
、
当
時
右
之
通
取
扱
申
候
、

右
之
通
候
処
、
他
場
所
江
二
段
転
候
者
、
小
普
請
入
候
而
も
御
奉
公
出
之
節
、
高
低
之
者
故
い

つ
れ
之
向
江
書
出
し
候
而
も
御
足
高
入
候
ニ
付
、
お
の
つ
か
ら
御
奉
公
難
致
様
相
成
、
却
而
御

費
ニ
付
、
向
後
二
段
転
候
も
の
も
御
目
付
支
配
無
役
江
入
置
、
御
奉
公
願
候
節
々
、
右
四
役
之
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一
九
巻
　
二
〇
一
六
年

内
其
出
之
場
所
江
勤
さ
せ
候
様
可
仕
哉
、

但
、
一
場
所
転
候
者
も
二
場
転
候
者
も
、
上
下
役
江
転
候
者
ハ
右
四
役
之
内
江
返
し
候
も

如
何
ニ
付
、
小
普
請
入
申
付
、
此
分
ハ
縦
御
足
高
入
候
共
、
相
応
之
場
所
江
入
人
等
ニ
申

付
候
方
可
仕
哉
、

（
ｇ
）
右
書
抜
添
、
右
近
将
監
殿
御
伺
被
成
候
処
、
御
伺
之
通
済
相
極
、
水
野
壱
岐
守
殿
御
取

扱
也

、

)20

(

　
先
に
史
料
後
半
の
明
和
九
年
の
伺
に
つ
い
て
解
説
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
中
間
、
小
人
、
黒
鍬
之

者
、
掃
除
之
者
で
、
他
場
所
（
他
の
役
職
）
へ
異
動
し
、
さ
ら
に
転
役
（
役
替
）
し
た
者
は
、
こ
れ

ま
で
小
普
請
入
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
後
は
他
場
所
へ
二
回
異
動
を
し
た
者
も
目
付
支
配
無
役

へ
命
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
記
さ
れ
る
。
理
由
は
、
他
場
所
へ
二
回
異
動
し
て
も
、
高
が
低
い
た

め
、
い
ず
れ
の
場
所
へ
任
命
し
て
も
足
高
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
就
職
が
し
づ
ら
く
、
か
え
っ

て
経
費
が
か
さ
む
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
異
動
が
一
回
で
も
二
回
で
も
、
上
下
役)21

(

へ
昇
格

し
た
者
は
小
普
請
入
と
し
、
足
高
が
必
要
と
な
っ
て
も
、
相
応
の
場
所
（
役
職
）
へ
任
命
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
あ
る
。
傍
線
部
（
ｅ
）
の
記
載
か
ら
、
明
和
九
年
の
伺
は
伺
の
通
り
決
定
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
四
役
の
家
筋
の
者
で
あ
っ
て
も
、
二
回
、
他
の
役
職
へ
異
動
す
れ
ば
小
普

請
入
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
和
九
年
に
は
、
異
動
を
二
回
し
よ
う
と
も
小
普
請
で
は
な

く
、
目
付
支
配
無
役
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
次
に
安
永
四
年
の
伺
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
伺
も
史
料
末
尾
の
傍
線
部
（
ｇ
）
か
ら
、
伺
の
通
り

に
決
定
し
た
と
思
わ
れ
る
。
安
永
四
年
の
伺
の
重
要
な
点
は
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
、
傍
線
部
（
ｆ
）

か
ら
、
四
役
の
家
筋
の
者
は
何
度
異
動
し
て
も
、
上
下
役
以
下
は
目
付
支
配
無
役
と
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
四
役
の
家
筋
の
者
で
あ
っ
て
も
、
三
回
以
上
異
動
し
た
場
合
は
小
普
請
入
と

な
っ
た
が
、
今
後
は
上
下
役
以
下
は
何
度
異
動
し
て
も
目
付
支
配
無
役
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
。
二
点
目
は
、
傍
線
部
（
ｂ
）、（
ｃ
）、（
ｄ
）
よ
り
、
先
祖
が
い
ず
れ
の
出
身
で
あ
っ
て
も
、

一
旦
四
役
を
勤
め
、
そ
の
後
別
の
役
職
へ
転
役
し
た
場
合
、
十
五
俵
以
下
で
あ
れ
ば
、
退
役
に
際
し

小
普
請
で
は
な
く
目
付
支
配
無
役
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
五
俵
以
下
と
は
持
高
（
家
禄
）

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
傍
線
部
（
ｂ
）
は
譜
代
の
家
格
を
持
つ
者
、
傍
線
部
（
ｃ
）
は
二
半
場
（
準

譜
代
）
の
者
と
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
小
普
請
入
が
可
能
な
者
た
ち
で
あ
る
。
な
お
、
傍
線
部
（
ｃ
）

に
関
し
て
、
文
意
か
ら
考
え
る
と
、
小
普
請
入
が
で
き
な
い
場
所
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
と
、
小
普

請
入
で
き
な
い
家
格
で
あ
る
こ
と
は
別
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
目
付
支
配
無
役
の
対
象
者
は
、

四
役
の
家
筋
の
者
か
、
小
普
請
な
い
し
他
役
か
ら
四
役
へ
就
任
し
た
者
（
退
役
時
点
で
四
役
で
あ
っ

た
者
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
、
四
役
の
家
筋
の
者
で
は
な
く
、
か
つ
退
役
時
点
に
お
い
て
も
四

役
で
は
な
い
が
、
過
去
に
四
役
の
経
歴
が
あ
れ
ば
、
目
付
支
配
無
役
へ
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
目
付
支
配
無
役
は
、
宝
暦
十
年
時
に
駕
籠
の
者
を
除
く
四
役
の
家
筋
の
者
を
対
象
と
し
て
設
置
さ

れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
明
和
二
年
、
明
和
九
年
、
安
永
四
年
と
時
代
を
経
る
に
従
い
、
徐
々
に

適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
四
役
の
家
筋
の
者
で
な
く
と
も
、
自
身
が
四
役
を
勤
め
た
経
歴
が
あ
れ
ば
、

目
付
支
配
無
役
を
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
も
駕
籠
之
者

は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
目
付
支
配
無
役
の
対
象
者
は
五
役
で
は
な
く
、
四
役
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
目
付
支
配
無
役
へ
の
編
入
に
際
し
、
十
五
俵
以
下
の
小
禄
の
譜
代

の
御
家
人
が
無
条
件
に
目
付
支
配
無
役
に
編
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
四
役
の
家
筋
の
者
か
、
四
役

の
経
験
者
で
あ
る
と
い
う
、
四
役
の
補
充
人
員
と
成
り
得
る
人
材
を
編
入
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
目
付
支
配
無
役
は
四
役
の
補
充
人
員
を
確
保
す
る
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
、
適
用
範
囲
が
広
げ
ら
れ
る
中
で
も
、
設
置
当
初
の
位
置
づ
け
が
堅
持
さ
れ
続
け
た
と
い
え
る
。

目
付
支
配
無
役
は
、
単
に
小
禄
の
御
家
人
が
編
入
さ
れ
る
組
織
で
は
な
く
、
四
役
と
密
接
に
結
び
つ

い
た
組
織
で
あ
っ
た
。

三
、
緊
縮
財
政
と
下
級
幕
臣
の
再
編
成

　
な
ぜ
幕
府
は
小
普
請
の
対
象
者
を
減
ら
し
、
目
付
支
配
無
役
の
適
用
範
囲
を
広
げ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
要
素
と
な
る
の
が
足
高
で
あ
る
。
明
和
九
年
と
安
永
四
年

の
伺
は
と
も
に
、
小
普
請
か
ら
目
付
支
配
無
役
へ
変
更
す
る
理
由
と
し
て
、
高
の
低
い
者
は
小
普
請

に
編
入
し
た
場
合
、
い
ず
れ
の
場
所
へ
任
命
し
て
も
、
足
高
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、

で
き
る
だ
け
足
高
を
抑
制
し
た
い
と
い
う
意
図
が
み
て
取
れ
る
。
足
高
の
制
は
、
享
保
期
に
施
行
さ

れ
た
人
材
登
用
政
策
で
、
役
の
基
準
高
に
満
た
な
い
者
が
任
用
さ
れ
た
場
合
、
在
職
中
に
限
り
、
不

足
分
を
幕
府
が
支
給
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
小
禄
の
者
で
も
要
職
へ
抜
擢
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
家
禄
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
在
職
中
の
み
不
足
分
を
支
給
す
る
こ

と
か
ら
、
幕
府
の
支
出
を
抑
制
し
つ
つ
、
有
能
な
人
材
を
登
用
で
き
、
施
行
当
初
は
画
期
的
な
制
度

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寛
政
期
に
な
る
と
、
足
高
の
制
が
必
ず
し
も
有
効
に
機
能
し
な
く
な
り
、
か

え
っ
て
小
禄
の
者
の
就
職
を
阻
む
要
因
と
な
る
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
八
月
、
松
平
定
信
が
小

普
請
組
支
配
へ
通
達
し
た
内
容
に
は
、
小
普
請
か
ら
役
職
に
就
く
候
補
者
を
推
薦
す
る
際
、
足
高
を

必
要
と
す
る
者
は
何
と
な
く
推
薦
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
22
（

。
足
高
が
小
禄
の

者
の
就
職
の
機
会
を
阻
む
状
況
は
、
天
明
期
頃
、
特
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
明

２－５



髙
橋
喜
子
　
田
沼
時
代
に
お
け
る
下
級
幕
臣
の
再
編
成

和
九
年
時
に
小
普
請
か
ら
目
付
支
配
無
役
へ
変
更
す
る
理
由
と
し
て
足
高
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
明
和
期
に
お
い
て
す
で
に
で
き
る
だ
け
足
高
を
抑
制
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
足
高
の
制
は
、
享
保
改
革
期
に
は
人
材
登
用
政
策
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
が
、
明
和
期
に
は
早

く
も
機
能
し
な
く
な
り
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
目
付
支
配
無
役
は
四
役
へ
の
人
員
補
充
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
小
普
請
か
ら
目
付
支
配
無
役
へ
変
更
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
目
付
支
配
無
役

か
ら
新
た
に
職
に
就
く
際
に
、
四
役
の
内
の
い
ず
れ
か
へ
就
職
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

四
役
の
役
高
は
十
五
俵
一
人
扶
持
以
下
で
あ
り
、
安
永
四
年
の
伺
に
記
さ
れ
て
い
る
十
五
俵
と
い
う

基
準
は
、
四
役
の
役
高
を
参
考
に
算
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
五
俵
一
人
扶
持
以
下
の
四
役
で
あ

れ
ば
、
小
禄
の
者
で
も
足
高
な
く
、
あ
る
い
は
僅
か
な
足
高
で
就
職
が
可
能
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

足
高
を
極
力
減
ら
し
、
支
出
を
抑
制
す
る
た
め
、
持
高
十
五
俵
以
下
の
者
は
、
小
普
請
で
は
な
く
目

付
支
配
無
役
に
編
入
す
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
付
支
配
無
役
の
適

用
範
囲
の
拡
大
は
、
足
高
に
よ
っ
て
生
じ
る
幕
府
の
支
出
を
削
減
す
る
、
緊
縮
財
政
の
一
環
と
し
て

行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
目
付
支
配
無
役
が
設
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
宝
暦
期
か
ら
、
そ
の
後
、
適
用

範
囲
が
広
げ
ら
れ
て
い
く
明
和
・
安
永
期
は
、
田
沼
意
次
が
幕
府
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ

る
田
沼
時
代
で
あ
る
。
享
保
改
革
の
年
貢
増
徴
策
も
次
第
に
限
界
に
達
し
、
幕
府
財
政
の
再
建
が
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
幕
府
は
運
上
・
冥
加
金
の
徴
収
な
ど
を
行
い
、
財
政
収
入
の
増
加
を
図

る
と
同
時
に
、
一
方
で
冗
費
削
減
を
行
う
べ
く
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
は
諸
役
所
の
年
間
予

算
を
定
め
、
宝
暦
十
三
年
に
は
勘
定
奉
行
に
対
し
、「
諸
向
御
入
用
高
」
を
減
じ
る
よ
う
指
示
し
た
。

さ
ら
に
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
は
、
前
年
夏
の
干
ば
つ
に
よ
る
収
納
高
の
減
少
の
た
め
、
以
後

五
ヶ
年
の
倹
約
を
命
じ
た
上
、
諸
役
所
の
年
間
予
算
の
改
定
を
行
っ
た
）
23
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。
目
付
支
配
無
役
の
設
置
と

適
用
範
囲
が
広
げ
ら
れ
て
い
く
時
期
は
、
ま
さ
に
幕
府
が
倹
約
を
奨
励
し
、
支
出
の
抑
制
を
図
っ
た

時
期
と
重
な
る
。
緊
縮
財
政
の
一
環
と
し
て
、
目
付
支
配
無
役
の
適
用
範
囲
は
広
げ
ら
れ
た
が
、
対

象
者
は
四
役
の
家
筋
の
者
な
い
し
四
役
経
験
者
に
限
ら
れ
、
小
禄
の
御
家
人
す
べ
て
が
適
用
を
受
け

た
わ
け
で
は
な
い
。
目
付
支
配
無
役
は
あ
く
ま
で
四
役
の
補
充
人
員
を
確
保
す
る
た
め
の
組
織
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
無
役
の
小
禄
の
御
家
人
の
一
部
が
小
普
請
か
ら
分
離
さ
れ
目
付

支
配
無
役
と
な
り
、
家
格
と
役
職
と
禄
高
に
応
じ
て
、
下
級
幕
臣
の
再
編
成
が
進
ん
だ
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
目
付
支
配
無
役
は
当
初
、
四
役
の
家
筋
と
い
う
家
格
の
問
題
を
基
準
に
設
置
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
、
四
役
を
勤
め
た
と
い
う
役
職
の
問
題
、「
高
低
之
者
」
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

禄
高
の
問
題
も
加
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
持
高
十
五
俵
以
下
と
い
う
具
体
的
な
禄
高
基
準
も
示
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
家
格
と
役
職
と
禄
高
と
い
う
三
点
の
基
準
に
合
致
し
た
無
役
の
御
家
人
が
目
付
支
配
無

役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
下
級
幕
臣
の
再
編
成
に
繋
が
っ
た
。
幕
府
組
織
の
編
成
は
財
政
問

題
に
規
定
さ
れ
る
面
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
宝
暦
期
の
四
役
の
人
員
不
足
と
い
う
事
象
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
五
役
を
は
じ
め
て
と
し
た
下
働

き
に
従
事
す
る
人
員
は
不
足
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
近
世
後
期
、
十
九
世
紀
頃
に
は
、

「
御
雇
」
と
い
う
形
で
不
足
人
員
を
補
っ
て
い
た
こ
と
が
田
原
昇
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
）
24
（

。「
御
雇
」
と
は
、
他
の
役
職
か
ら
一
時
的
に
人
数
を
借
用
す
る
こ
と
で
、
金
銭
を
発
生
さ
せ

る
こ
と
な
く
必
要
人
数
を
確
保
す
る
方
法
を
指
す
。
財
政
支
出
を
伴
わ
ず
に
必
要
人
員
を
確
保
す
る

「
御
雇
」
は
、
財
政
問
題
に
規
定
さ
れ
た
下
級
幕
臣
の
存
在
形
態
と
も
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
ま

た
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
は
目
付
支
配
無
役
世
話
役
が
設
置
さ
れ
る
）
25
（

。
目
付
支
配
無
役
か
ら

の
伺
書
や
願
出
の
処
理
、
就
職
の
世
話
な
ど
を
行
う
世
話
役
の
設
置
は
、
寛
政
期
の
小
普
請
組
改
革

と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
一
方
で
、
安
永
四
年
以
降
、
目
付
支
配
無
役
の
対
象
者
に
変
化

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
り
、
近
世
後
期
以
降
の
目
付
支
配
無
役
の
実
態
の

解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
目
付
支
配
無
役
の
分
析
を
通
し
て
、
田
沼
時
代
に
お
け
る
無
役
の
下
級
幕
臣
に
対
す

る
人
事
政
策
を
考
察
し
た
。
特
に
足
高
の
問
題
に
注
目
し
、
緊
縮
財
政
と
の
関
連
か
ら
、
下
級
幕
臣

の
再
編
成
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
従
来
、
目
付
支
配
無
役
は
、
五
役
や
準
譜
代
の
御
家
人
が
無
役
と

な
っ
た
際
に
編
入
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
五
役
で
は
な
く
、
駕
籠
の
者

を
除
く
四
役
が
目
付
支
配
無
役
の
対
象
者
で
あ
り
、
目
付
支
配
無
役
の
設
置
の
背
景
に
は
不
足
し
た

四
役
の
補
充
人
員
を
確
保
す
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
目
付
支
配
無
役
の
適
用

範
囲
を
検
討
し
、
対
象
者
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
の
設
置
当
初
か
ら
不
変
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
か
ら
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
か
け
て
徐
々
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
た
。
そ
し
て
、
適
用
範
囲
の
拡
大
の
背
景
に
は
、
幕
府
の
財
政
支
出
を
抑
制
す
る
と
い
う
緊
縮
財

政
の
側
面
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
家
格
と
役
職
と
禄
高
に
よ
る
小
普
請
と
目
付
支
配
無
役
の
分
離

が
進
み
、
無
役
の
下
級
幕
臣
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

２－６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
　
第
一
九
巻
　
二
〇
一
六
年

注

（
１
）　
泉
井
朝
子
「
足
高
制
に
関
す
る
一
考
察
」（
『
学
習
院
史
学
』
二
号
、
一
九
六
五
年
十
一
月
）、
佐
々
悦
久
「
江

戸
幕
府
寄
合
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
『
立
正
史
学
』
四
十
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）、
寺
田
登
「
幕
政
改
革
と
寄
合
・

小
普
請
対
策
に
つ
い
て
」（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
十
三
号
、
一
九
八
二
年
）。

（
２
）　
高
澤
憲
治
『
松
平
定
信
政
権
と
寛
政
改
革
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
竹
内
誠
『
寛
政
改
革
の
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
橋
本
佐
保
「
寛
政
改
革
期
に
お
け
る
小
普
請
組
の
制
度
改
革
」（
『
史
苑
』
七
十
三

巻
一
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
）、
山
本
英
貴
『
旗
本
・
御
家
人
の
就
職
事
情
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
３
）　
藤
田
覚
『
田
沼
意
次
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
前
掲
、
山
本
英
貴
『
旗
本
・
御
家
人
の
就
職
事
情
』。

（
４
）　
御
家
人
は
、
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
た
時
期
と
役
職
に
よ
り
、
譜
代
、
準
譜
代
、
抱
入
の
三
区
分
が
あ
る
。
譜

代
と
は
、
初
代
家
康
か
ら
四
代
家
綱
ま
で
に
特
定
の
役
職
を
勤
め
た
家
柄
の
者
を
指
す
。
準
譜
代
と
は
、
二
半
場

と
も
い
わ
れ
、
初
代
家
康
か
ら
四
代
家
綱
ま
で
に
特
定
の
役
職
へ
召
し
抱
え
ら
れ
、
譜
代
と
も
抱
入
と
も
い
え

な
い
が
、
譜
代
に
准
ず
る
格
式
を
有
す
る
家
柄
の
者
で
あ
る
。
抱
入
と
は
、
五
代
綱
吉
以
降
に
召
し
抱
え
ら
れ
た

者
、
及
び
初
代
家
康
以
降
に
特
定
の
役
職
へ
召
し
抱
え
ら
れ
た
家
柄
の
者
が
該
当
す
る
。
譜
代
と
準
譜
代
の
御
家

人
は
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
、
無
役
に
な
る
と
小
普
請
な
い
し
目
付
支
配
無
役
に
編
入
さ
れ
た
。
一
方
、
抱
入
は

一
代
限
り
で
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
ず
、
無
役
に
な
る
と
同
時
に
御
家
人
の
身
分
を
失
っ
た
（
「
明
良
帯
録
」
巻

之
五
「
御
譜
代
場
」・「
二
半
場
」・「
御
抱
入
場
」〈
国
立
公
文
書
館
所
蔵
・
昌
平
坂
学
問
所
旧
蔵
本
、
請
求
番
号

一
五
二‒

〇
〇
八
七
〉、『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
　
第
三
十
八
巻
　
憲
教
類
典
（
二
）
』〈
汲
古
書
店
、
一
九
八
四

年
、
四
一
七
〜
四
一
九
頁
、
二
之
十
四
「
御
抱
席
之
部
」
宝
暦
五
乙
亥
年
九
月
二
十
四
日
〉、
深
井
雅
海
「
旗
本
・

御
家
人
」（
『
国
史
大
辞
典 

第
十
一
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
五
八
二
〜
五
八
三
頁
）、
竹
内
誠
編
『
徳

川
幕
府
事
典
』〈
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
〉、
大
石
学
編
『
江
戸
幕
府
大
事
典
』〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
〉
）。

（
５
）　
松
平
太
郎
著
、
進
士
慶
幹
校
訂
『
校
訂 

江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』（
柏
書
房
、
一
九
六
六
年
〈
初
版
一
九
一
九

年
〉、
普
及
版
、
四
五
八
〜
四
五
九
頁
、
七
五
六
頁
）。

（
６
）　
石
井
良
助
『
日
本
法
制
史
概
説
』（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
、
改
版
第
三
刷
〈
初
版
一
九
四
八
年
〉、
四
〇
六

〜
四
〇
七
頁
）。

（
７
）　
前
掲
、
深
井
雅
海
「
旗
本
・
御
家
人
」（
『
国
史
大
辞
典
　
第
十
一
巻
』
五
八
二
〜
五
八
三
頁)

、
田
原
昇
「
小

普
請
組
」（
前
掲
『
徳
川
幕
府
事
典
』
六
十
頁
）、
山
本
英
貴
「
目
付
支
配
無
役
」（
前
掲
『
江
戸
幕
府
大
事
典
』

九
九
六
頁
）。

（
８
）　
前
掲
、
松
平
太
郎
『
校
訂 

江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』、
田
原
昇
「
江
戸
城
内
の
運
営
と
「
五
役
」
―
「
新
古
改

撰
誌
記
」
よ
り
―
」（
『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
』
十
二
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）、
田
原
昇
「
江
戸

幕
府
「
五
役
」
の
人
員
補
充
―
部
屋
住
御
雇
と
公
儀
人
足
を
事
例
に
―
」（
『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
』

十
四
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。

（
９
）　
五
役
は
譜
代
の
役
職
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
譜
代
の
御
家
人
が
就
く
が
、
抱
入
の
者
が
就
任
す
る
例
も
あ
る
。

抱
入
の
者
の
場
合
、
退
役
と
同
時
に
御
家
人
の
身
分
を
失
う
た
め
、
目
付
支
配
無
役
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
10
）　
向
山
誠
斎
「
吏
徴
」（
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従 

第
七
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
九
年
）。「
吏
徴
」

は
江
戸
幕
府
の
各
役
職
に
つ
い
て
概
略
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
役
職
の
定
員
、
支
配
関
係
、
俸
禄
、
役
職

の
起
源
等
が
記
さ
れ
る
。
著
者
は
江
戸
幕
府
の
奥
右
筆
な
ど
を
務
め
た
向
山
源
太
夫
（
篤
、
誠
斎
・
偶
堂
）。
凡

例
に
「
弘
化
乙
巳
陽
月
」（
弘
化
二
年
〈
一
八
四
五
〉
）
と
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）　
松
平
太
郎
は
、「
目
付
」
の
節
に
お
い
て
、
黒
鍬
頭
、
掃
除
頭
、
中
間
頭
、
駕
籠
頭
、
小
人
頭
が
隷
属
し
て
い

た
と
記
し
て
い
る
（
前
掲
、
松
平
太
郎
『
校
訂 

江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』
四
二
四
頁
）。

（
12
）　
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
記
載
は
『
御
触
書
寛
保
集
成
』、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）

の
記
載
は
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
を
参
照
し
た
。
い
ず
れ
も
「
殿
中
席
書
并
御
長
屋
門
中(

之)

口
掛
札
等
之
部
」

に
収
録
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
な
お
、
寛
文
二
年
の
史
料
で
は
、
五
役
の
頭
の
う
ち
、
黒
鍬
頭
、
中
間
頭
、
小

人
頭
の
み
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
延
享
元
年
、
宝
暦
十
年
は
五
役
の
頭
す
べ
て
が
目
付
預
り
（
支
配
）
と
し
て
列

挙
さ
れ
て
い
る
。
久
世
大
和
守
、
土
屋
但
馬
守
は
寛
文
二
年
二
月
二
十
二
日
に
若
年
寄
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
『
徳

川
実
紀
』
）。

（
13
）　『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊 

第
二
十
六
巻 

教
令
類
纂 

二
集
（
三
）
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
、「
御
役
之

部
」
）。『
教
令
類
纂
』
は
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
成
立
し
た
私
撰
の
幕
府
法
令
集
で
あ
る
。
編
者
は
幕
臣

の
宮
崎
成
身
。
宮
崎
は
『
通
航
一
覧
』
の
編
纂
等
に
も
関
与
し
て
い
る
。

（
14
）　
前
掲
、
松
平
太
郎
『
校
訂 

江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』、『
徳
川
幕
府
事
典
』、『
江
戸
幕
府
大
事
典
』。

（
15
）　
高
柳
眞
三
、
石
井
良
助
編
『
御
触
書
天
明
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
、「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」

一
八
二
四
）。

（
16
）　
前
掲
、『
御
触
書
天
明
集
成
』「
諸
役
人
并
組
支
配
勤
方
等
之
部
」
一
八
五
四
。

（
17
）　
高
柳
眞
三
、
石
井
良
助
編
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
、「
諸
役
人
并
組
支
配
勤
方
等
之

部
」
八
二
二
）、
山
本
英
貴
「
江
戸
幕
府
御
家
人
の
任
用
制
と
役
職
構
造
」（
同
著
『
江
戸
幕
府
大
目
付
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）、
山
本
英
貴
『
旗
本
・
御
家
人
の
就
職
事
情
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、

三
十
一
〜
四
十
頁
）。

（
18
）　
南
和
男
「
『
諸
事
留
』
解
題
」（
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
　
第
八
十
五
巻
　
諸
事
留
（
一
）
』
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
年
）。

（
19
）　
前
掲
、『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
　
第
八
十
五
巻
　
諸
事
留
（
一
）
』
九
十
一
〜
九
十
二
頁
。

（
20
）　
前
掲
、『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
　
第
八
十
五
巻
　
諸
事
留
（
一
）
』
一
四
七
〜
一
四
九
頁
。

（
21
）　
譜
代
の
御
家
人
は
、
上
下
役
と
上
下
役
以
下
之
者
の
区
別
が
あ
る
。
上
下
役
は
熨
斗
目
等
の
着
用
が
認
め
ら
れ
、

江
戸
城
の
躑
躅
の
間
に
お
い
て
家
督
相
続
が
申
し
渡
さ
れ
る
が
、
上
下
役
以
下
之
者
は
熨
斗
目
等
の
着
用
が
認
め

ら
れ
ず
、
焼
火
の
間
で
家
督
相
続
が
申
し
渡
さ
れ
る
と
い
う
（
徳
川
黎
明
会
編
『
徳
川
礼
典
禄
（
下
）
』
原
書
房
、

２－７



髙
橋
喜
子
　
田
沼
時
代
に
お
け
る
下
級
幕
臣
の
再
編
成

２－８

一
九
八
二
年
〈
覆
刻
原
本
一
九
四
〇
年
〉、
七
〇
〇
頁
、「
天
保
年
間
諸
役
大
概
順
」
御
目
見
以
下
小
役
人
）。

（
22
）　『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
　
第
三
十
八
巻
　
憲
教
類
典
（
二
）
』（
汲
古
書
店
、
一
九
八
四
年
、
四
一
一
頁
、

二
之
十
二
「
小
普
請
組
之
部
」
天
明
八
戊
申
年
八
月
）、『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
　
第
八
十
五
巻
　
諸
事
留

（
一
）
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
、
二
五
六
〜
二
五
七
頁
、
天
明
八
申
年
）。「
憲
教
類
典
」
と
「
諸
事
留
」
の

内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
。

（
23
）　
中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
辻
善
之
助
『
田
沼
時
代
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
）、
大
石
慎
三
郎
『
田
沼
意
次
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
前
掲
、
藤
田
覚
『
田
沼
意
次
』、

前
掲
『
御
触
書
天
明
集
成
』「
倹
約
之
部
」。

（
24
）　
前
掲
、
田
原
昇
「
江
戸
幕
府
「
五
役
」
の
人
員
補
充
―
部
屋
住
御
雇
と
公
儀
人
足
を
事
例
に
―
」。

（
25
）　
前
掲
、
向
山
誠
斎
「
吏
徴
」（
『
続
々
群
書
類
従 

第
七
』
）。
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Reorganization of the low-class shogun’s retainer in the Tanuma epoch:
Focusing on the Metsuke-shihai-muyaku

TAKAHASHI Nobuko

Abstract

The purpose of this study is to clarify personnel policy for the low-class shogun’s retainer in the 

Tanuma epoch. To reveal the subject, I target Metsuke-shihai-muyaku that is a position of Tokugawa 

shogunate. It is generally known that Goyaku (five positions of Tokugawa shogunate who are 

in charge of various kinds of trivial routine duties, for example, guard, transportation, cleaning, 

construction, messenger and so on) or some of Gokenin (vassals of the Tokugawa clan who are not 

allowed an audience with the Shogun) are enrolled in Metsuke-shihai-muyaku when they are retired. 

But the view so far does not always follow the historical fact, it needs to reconsider.

First, I review relations of Metsuke-shihai-muyaku and Goyaku, to define the target persons. Second, 

I disclose the process of changing a scope of application of Metsuke-shihai-muyaku. Finally, based on 

my investigation, I argue the organizational structure of the low-class shogun’s retainer from the point 

of view of the financial control.

Key words: Tanuma, Gokenin, Goyaku, Metsuke-shihai-muyaku, financial control
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